
厚木市火災予防条例の一部を改正する条例について 

 

１ 林野火災の予防に関する規定について 

（１）趣旨 

  令和７年２月 26 日に大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、林野火

災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高

めることが必要であるとされたことから、令和７年８月 29 日に総務省消防庁

から、火災予防条例（例）（昭和 36 年 11 月 22 日付け自消甲予発第 73 号）の

一部改正が公布され、令和８年１月１日の施行期日に伴い、厚木市火災予防条

例の一部を改正するものです。 

（２）概要 

林野火災の発生原因の大半は、たき火や火入れといった人為的な要因による

ものであるため、林野火災予防の意識を醸成するとともに、こうした行為への

対策を講じることが重要であることから、広報及び啓発に関し、林野火災の特

徴に留意した効果的な取組を行うとともに、林野火災注意報、林野火災警報及

びたき火の届出制度の規定について、所要の整備を行うものです。 

（３） 主な改正内容（資料２、資料３） 

ア 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限に関する事項 

厚木市火災予防条例上の火災に関する警報は、消防法第 22 条第３項に 

   規定するものであることを明確にするものです。 

また、火災に関する警報の発令中における屋内での裸火の使用に係る制 

限（窓、出入口等の閉鎖）について、一般的な事務所や住宅における火を 

使用する設備・器具の従前からの変化等を踏まえ、規定の削除を行うもの 

です。（第 29 条関係） 

イ 林野火災の予防に関する事項 

（ｱ）林野火災に関する注意報 

市長は、気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認めるときは、

林野火災に関する注意報を発することができるものです。 

また、林野火災に関する注意報が発せられた場合は、注意報が解除さ

れるまでの間、市の区域内にある者は、厚木市火災予防条例第 29 条各号

に定める火の使用の制限に従うよう努めなければならないものとしま

す。 

さらに、市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、当該火の使用

の制限の努力義務の対象となる区域を指定することができることとし

ます。（第 29 条の８関係） 

  （ｲ）林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の

使用の制限 

市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したとき

資料１ 



は、林野火災の発生の危険性を勘案して、厚木市火災予防条例第 29 条各

号に定める火の使用の制限の対象となる区域を指定することができる

こととします。（第 29 条の９関係） 

 ウ 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に関する 

事項 

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に、たき火が 

含まれることを明確にするものです。 

また、消防長は、厚木市火災予防条例第 45 条第 1項各号に掲げるそれぞ 

れの行為について、届出の対象となる期間及び区域を指定することができ 

ることとします。（第 45 条関係） 

エ 火災予防条例（例）第 45 条に第２項を追加したことに伴い、所要の規

定の整理を行うものです。（第 42 条の３関係） 

（４）施行期日 

  令和８年１月１日（施行日に即時適用） 

 

２ サウナ設備の基準について 

（１）趣旨 

   サウナ設備について、近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建物

内に設置されていたサウナとは異なり、屋外等のテントやバレル（木樽）に

放熱設備（サウナストーブ）を設置する事例が全国で増加しており、従来の

サウナ設備とは特性が異なることから、対象火気設備等の位置、構造及び管

理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定め

る省令（平成 14 年総務省令第 24 号）及び対象火気設備等及び対象火気器

具等の隔離距離に関する基準（平成14年消防庁告示第１号）の改定に伴い、

厚木市火災予防条例の一部を改正するものです。 

（２）概要 

現行の火災予防条例においてサウナ設備の基準は、浴場等の建物内に設置

することを想定したものとなっているため、屋外等のテント等に設置される

消費熱量が小さいサウナ設備（簡易サウナ設備）に適用される基準について、

所要の整備を行うものです。 

（３）主な改正内容（資料４） 

ア 簡易サウナ設備は、従来の消防法令上のサウナ設備と特性が異なるこ 

とから、別の種類のものとして位置づけることとし、対象火気設備等の種

類に「簡易サウナ設備」を追加するものとします。（第７条の２関係） 

（ｱ） 対象火気設備等の種類に「簡易サウナ設備」を追加するものとします。 

（ｲ） 対象火気設備等の種類の「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に変更 

  するものとします。 

（ｳ） 簡易サウナ設備の定義は「屋外その他の直接外気に接する場所に設け 



  るテント型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）

又はバレル型サウナ室（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のも

のをいう。）に設ける放熱設備であって、定格出力６キロワット以下の

ものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。」こととしま

す。 

イ 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び

可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象

火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保

つこととします。 

ウ 簡易サウナ設備について、温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源

を遮断することができる手動及び自動の装置を設けることとします。 

ただし、薪を熱源とするものにあっては、その周囲において火災が発生

した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代える

こととします。 

エ 火を使用する設備等の設置の届出について、簡易サウナ設備において 

 個人が設けるもの以外は、届出が必要となります。（第 44 条関係） 

（４）施行期日 

   令和８年３月１日（施行日に即時適用） 

 

３ 感震ブレーカーの推進について  

（１）趣旨 

感震ブレーカーについて、近年の大規模地震においては、電気に起因する

火災が多く発生しており、地震時の電気火災リスクを低減するため、感震ブ

レーカーの普及を推進することが必要であることから、令和７年３月 28 日

に総務省消防庁から、感震ブレーカーの普及推進に関する計画の策定等につ

いて通知がされ、火災予防条例（例）第 29 条の７第１項第１号における、

住宅防火対策の一環として、感震ブレーカーの普及推進を位置づけることを

予定しているため、令和８年３月１日の施行期日に伴い、厚木市火災予防条

例の一部を改正するものです。 

（２）概要 

地震を感知すると自動的にブレーカーを落とし、電気を遮断する感震ブレ

ーカーの促進は、電気火災の防止に最も効果的であるため、住宅用防災機器

に関する規定について、所要の整備を行うものです。 

（３）主な改正内容（資料５） 

   地震火災の予防の観点から、円滑な普及推進を図るため、住宅における火

災の予防の推進において、住宅用防災機器の次に感震ブレーカーを追加す

るものとします。（第 29 条の７関係） 

  



（４）施行期日 

   令和８年３月１日（即時適用） 

 

４ 市民参加手続 

 厚木市市民参加条例第６条第７項第３号（法令で実施基準を規定）に該当す 

るため、いずれの条例改正についても実施しません。 



  



  

林野火災の予防上注意を要する気象状況 

発令指標（案） 

以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合 

① 前３日間の合計降水量が１mm以下 かつ 前 30日間の合計降水量が 30mm以下 

② 前３日間の合計降水量が１mm以下 かつ 乾燥注意報が発表 

※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りではない。 

気象状況の悪化 

努力義務 

林野火災注意報発令（対象期間１月～５月） 

林野火災警報発令（対象期間１月～５月） 

 
上記の発令指標（案）に加え、強風注意報が発表されている場合 

義 務 

指定された区域における火気使用制限 

（厚木市火災予防条例第 29条） 

 

・山林、原野等において火入れをしないこと。 

・煙火を消費しないこと。 

・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 

・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可 

燃物の附近で喫煙をしないこと。 

・山林、原野等での喫煙をしないこと。 

・残火、取灰又は火粉を始末すること。 

  

※今回の一部改正に伴い、裸火を使用するときは、窓、

出入口等を閉じて行うことと記されておりましたが、

一般的な事務所や住宅における火を使用する設備・器

具の従前からの変化等を踏まえ、規定の削除を行うも

のです。 
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１ 簡易サウナ設備の基準（厚木市火災予防条例第７条の２関係） 
（１） 規制対象となるサウナ設備（簡易サウナ設備）について 

従来の浴場等に設置されるサウナとは異なり、屋外等においてテントやバレル（木樽） 
に放熱設備（サウナストーブ）を設置するものであり、最大出力６㎾以下の薪ストーブ
及び電気ストーブを規定とする。 

 
（２） 放熱設備（サウナストーブ）と周囲の離隔距離について 

 

資料４ 

現行の離隔距離のイメージ 

改正後の離隔距離のイメージ 



 

１ 感震ブレーカーに関する普及推進（厚木市火災予防条例 第 29 条の７第１項第１号関係）

（１）過去の大規模地震時における火災の発生状況について 

    

 
 

（２）感震ブレーカーの設置による地震火災の予防効果について 
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（３）感震ブレーカーの効果と種類について 

  


